
令和７年度
函館市指定障害福祉サービス事業者等集団指導

就労継続支援Ｂ型事業所における

工賃について
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☆ 根拠規定

2

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス
の事業等の人員，設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第171号）。

（賃金及び工賃）

第192条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、第192条第１項の規定による利用者が自立した日常
生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

２～５ 略

６ 賃金及び第３項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもっ
て充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

（準用）

第202条 第９条から第17条まで、第19条、第20条、第22条、第23条、第28条、第33条の２、 
第35条の２から第41条まで、第57条から第60条まで、第66条、第68条から第70条まで、第74条、
第75条、第84条、第86条から第92条まで、第159条、第160条、第183条の２、第192条第６項及
び第193条から第195条までの規定は、指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。（以下，
略）
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☆ 根拠規定
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函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および運営に関する基準等を定める条例
（平成25年3月25日 条例第14号）

（賃金及び工賃）

第180条 指定就労継続支援A型事業者は，第178条第1項の規定による利用者が自立した日常生
活または社会生活を営むことを支援するため，賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

２～５ 略

６ 賃金および第3項に規定する工賃の支払いに要する額は，原則として，自立支援給付をもっ
て充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

（準用）

第190条 第10条から第18条まで，第20条，第21条，第23条，第24条，第29条，第34条の2，第
36条の2から第42条まで，第59条から第62条まで，第68条，第70条から第72条まで，第76条，
第77条，第86条，第88条から第94条まで，第146条，第147条，第171条の2，第180条第6項およ
び第181条から第183条までの規定は，指定就労継続支援B型の事業について準用する。

（以下，略）
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工賃 ≦ 生産活動収入－生産活動にかかる必要経費

→ 必ず変動が生じるもの

「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導
のためのガイドラインについて」

（令和７年11月28日付障障発1128第1号）

「…自立支援給付費から利用者への工賃を補填するなど、不適切
な運営を行っている事業所があると指摘されているところで
す。」

↑ ガイドライン発出の契機の一つ

☆ 工賃
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☆ 工賃
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☆ 工賃
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☆ 工賃を過大に設定すると…

就労継続支援Ｂ型の基本報酬は前年度の「平均工賃月額」により決定される。

例えば…

年度当初，平均工賃月額を32,000円と報告していたが，一部に自立支援給
付費を充てており，生産活動収支のみで計算すると，24,000円だった。

就労継続支援Ｂ型サービス費(Ⅰ)，定員20名以下だと，

(3)平均工賃月額が30,000円以上35,000未満の場合 ７５８単位

(5)平均工賃月額が20,000円以上25,000未満の場合 ７２６単位

→ 一か月 ３２単位×２０名×２３日＝１４，７２０単位を過大に請求

→ 一か月 １４７，２００円を過大に請求
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☆ 工賃を過大に設定すると…

運営指導等において，自立支援給付費等を工賃に充てている事業所が散見

→ その都度「自立支援給付費等を充ててはならないこと」を指導

↓

「「生産活動シート」の提出について」

（令和８年１月１５日付函福監）
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☆ 工賃について

市内事業所…「時給」としているところがほとんど

（利用者が収入の目途をつけやすく生活設計しやすい，

等の理由）

→  「時給」のこまめな見直しを！

→  「工賃向上計画」の見直しも必要！

「時給」ありきの工賃ではなく，

逆に「生産活動収入」から工賃を考える。
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まとめ

○ 令和８年度以降，年度当初に提出いただく

「就労継続支援Ｂ型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書」

に，「生産活動シート」を添付いただき，生産活動収支と

前年度の工賃総額の確認を行います。

〇 現在の工賃について，生産活動収支に見合った工賃と

なっているか，検証願います。

○ 適正な工賃積算，報酬算定をお願いいたします。
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